
猪名川町告示第２８号 

 

猪名川町移住支援金交付要綱の一部を改正する要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月３０日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  



猪名川町移住支援金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

令和８年３月３０日  

要 綱 第 ２ ８ 号  

 

猪名川町移住支援金交付要綱（令和元年要綱第５８号）の一部を次のように改正する。 

第３条各号列記以外の部分中「就職」を「就業」に改める。 

第３条第１号及び第２号を次のように改める。 

 ⑴ 住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上、東京２３区内に在住していたこ

と、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法(令和３年法律第１９号)、山村振興法(昭和４０年法律第６４号)、離島振興法(昭和

２８年法律第７２号)、半島振興法(昭和６０年法律第６３号)及び小笠原諸島振興開発

特別措置法(昭和４４年法律第７９号)で規定される条件不利地域を有する市町村のう

ち、政令指定都市を除く市町村、及び平成２２年国勢調査から令和２年国勢調査の人口

減少が１０％以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京２３区内へ

の通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限

る。以下同じ。)をしていたこと。 

⑵ 住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京２３区内に在住していたこと、又は東

京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京２３区内への通勤をしていたこと。

ただし、東京２３区内への通勤の期間については、住民票を移す３月前までを当該１年

の起算点とすることができる。 

第３条第３号中「就職」を「就業」に改める。 

第４条の見出し、同条各号列記以外の部分及び第１号から第３号までの規定中「就職」を

「就業」に改め、同号ウ中「デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ（地方

創生テレワーク型））」を「地域未来交付金（デジタル実装型）」に、「その前歴」を「こ

の前歴」に改める。 

第５条第２号に後段として次のように加える。 

なお当該年度の国の交付決定前であったことにより、転入後１年以内に申請を行うことが

できなかった場合には、国の交付決定日から次に示す日数、申請受付を可能とする。受付日

数は当該年度の４月１日から転入後１年となる日までの日数とする。 



第７条第５号中「就職」を「就業」に改め、同条第６号中「就職」を「就業」に改める。 

第１２条第１項第１号ウ中「場合」の右に「（就業の場合のみ該当）」を加える。 

 様式第１号を次のとおり改める。 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 様式第２号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 様式第３号の２を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 様式第４号を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

附 則 



この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



猪名川町移住支援金交付要綱の一部を改正する要綱新旧対照表 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(支援金の対象者) (支援金の対象者) 

第3条 申請時において、支援金の対象者は、次の各号の全てに該当する

者であって、次条に規定する就業又は起業に関する要件及び第5条に規

定するその他の要件を満たす者若しくは、第4条の2に規定する関係人

口に関する要件及び第5条に規定するその他の要件を満たす者とし、2
人以上世帯の申請をする場合にあっては第6条に規定する世帯に関する

要件を満たす者とする。 

第3条 申請時において、支援金の対象者は、次の各号の全てに該当する

者であって、次条に規定する就職又は起業に関する要件及び第5条に規

定するその他の要件を満たす者若しくは、第4条の2に規定する関係人

口に関する要件及び第5条に規定するその他の要件を満たす者とし、2
人以上世帯の申請をする場合にあっては第6条に規定する世帯に関する

要件を満たす者とする。 

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在

住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法

(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興

法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44
年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政

令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調

査の人口減少が10％以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に

在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、

雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこ

と。 
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住してい

たこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京

23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期 

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在

住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第

64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律

第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の
指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)
以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京

23区内への通勤をしていたこと。 
 
 
 
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東

京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者

又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、 



改  正  条  文 現  行  条  文 

間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とするこ

とができる。 
東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該

1年の起算点とすることができる。 

(3) 前2号の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に

在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ

就業した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間

とすることができる。 

(3) 前2号の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に

在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ

就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間

とすることができる。 

(就業又は起業に関する要件) (就職又は起業に関する要件) 

第4条 就業又は起業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 
第4条 就職又は起業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(1) 就業に関する要件(一般の場合) 次に掲げる事項の全てに該当す

ること。 
(1) 就職に関する要件(一般の場合) 次に掲げる事項の全てに該当す

ること。 

ア～カ （略）  ア～カ （略） 

(2) 就業に関する要件(専門人材の場合) 内閣府地方創生推進室が実

施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業

を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(2) 就職に関する要件(専門人材の場合) 内閣府地方創生推進室が実

施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業

を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 

ア～オ （略）  ア～オ （略） 

(3) 就業に関する要件(テレワークの場合) 次に掲げる事項の全てに

該当すること。 
(3) 就職に関する要件(テレワークの場合) 次に掲げる事項の全てに

該当すること。 

ア～イ （略） ア～イ （略） 

ウ 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した

取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない 
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創

生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先 



改  正  条  文 現  行  条  文 

こと。 企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 

(4) （略） (4) （略） 

(その他の要件) (その他の要件) 

第5条 その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 第5条 その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。なお当該年

度の国の交付決定前であったことにより、転入後1年以内に申請を行

うことができなかった場合には、国の交付決定日から次に示す日数、

申請受付を可能とする。受付日数は当該年度の4月1日から転入後1年
となる日までの日数とする。 

(2) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 

(3)～(8) （略） (3)～(8) （略） 

(交付の申請) (交付の申請) 

第7条 支援金の申請者は、猪名川町移住支援金交付申請書(様式第1号)
に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、

各年度の申請の受付期間は4月1日から2月末日までとする。 

第7条 支援金の申請者は、猪名川町移住支援金交付申請書(様式第1号)
に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、

各年度の申請の受付期間は4月1日から2月末日までとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 第3条の要件を満たすことを証する書類(東京圏内に在住し、東京2
3区内へ通勤していた場合にあっては転入前の就業先を証する書類、

東京圏内に在住し、東京23区内へ通勤していた個人事業主であった

場合にあっては開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等移住元

での在勤地及び在勤期間を確認できる書類、東京23区内の大学に通 

(5) 第3条の要件を満たすことを証する書類(東京圏内に在住し、東京2
3区内へ通勤していた場合にあっては転入前の就業先を証する書類、

東京圏内に在住し、東京23区内へ通勤していた個人事業主であった

場合にあっては開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等移住元

での在勤地及び在勤期間を確認できる書類、東京23区内の大学に通 



改  正  条  文 現  行  条  文 

学し、東京23区内の企業等へ就業した場合にあっては在学期間や卒

業校を確認できる書類及び転入前の就業先を証する書類) 
学し、東京23区内の企業等へ就職した場合にあっては在学期間や卒業

校を確認できる書類及び転入前の就業先を証する書類) 

(6) 就業証明書(様式第3号の1又は様式第3号の2)(就業による移住の場

合に限る。) 
(6) 就業証明書(様式第3号の1又は様式第3号の2)(就職による移住の場

合に限る。) 

(7)・(8) （略） (7)・(8) （略） 

(交付決定の取消し) (交付決定の取消し) 

第12条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを

得ない事情があるものと町長が認めた場合はこの限りではない。 

第12条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを

得ない事情があるものと町長が認めた場合はこの限りではない。 

(1) 次のアからオまでのいずれかの要件に該当した場合 全額の返還 (1) 次のアからオまでのいずれかの要件に該当した場合 全額の返還 

ア～イ （略） ア～イ （略） 

ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した

場合(就業の場合のみ該当) 
ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した

場合 

エ～オ （略） エ～オ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

  

  

  

  



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改  正  条  文 現  行  条  文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


